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2 2 長公法第 102 号

平成 2 2 年 1 2 月 2 8 日

「平成 2 2 年度業績評価結果通知書」 ならびに「措置通知書J について

の不服申立てについて(回答)

平成 2 2 年 1 2 月 1 日付けで通知した 「平成 2 2 年度業績評価結果通知書」ならびに「措

置通知書」に対し、貴殿から平成 2 2 年 1 2 月 1 4 日付けで提出された n平成 2 2 年業

績評価結果通知書」 ならびに 「措置通知書J についての不服申立て』と題する書面のうち、

業績評価結果ならびに措置に関し、以下のとおり回答する。

記

l.結論

貴殿の平成 2 2 年度業績評価結果ならびに措置については、原決定どおりとし、

評価ならびに措置の内容を変更しない。

2 . 理由

貴殿の業績評価結果ならびに措置については、「長崎県公立大学法人教員業績評価

規程」の規定に基づき、「長崎県公立大学法人の教員評価の実施に関する基本方針」

に基づ、いて行われた教員評価の結果等を基に適正に評価ならびに措置 したものであ

り、これを変更すべき理由はない。
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